
⼦供の貧困･シングルペアレンツ問題

令和３年11⽉9⽇(⽕)

内閣府（⼦どもの貧困対策担当）



＜子供の貧困対策の推進＞

子どもの貧困対策の推進に関する法律
（平成25年６月法律第64号（議員立法）/令和元年６月一部改正

推進の枠組み

子供の貧困対策に関する大綱
（令和元年11月29日閣議決定）
○大綱策定の経緯、子供の貧困対策の意義
○子供の貧困対策に関する基本的な３つの方針
○３９の指標…生活保護世帯の高校等進学率、子供の貧困率等

○重点施策…教育の支援、生活の安定に資するための支援、
保護者に対する職業生活の安定と向上に資す
るための就労の支援、経済的支援

○子供の貧困対策に関する調査研究等
○施策の推進体制等（地方公共団体の計画策定支援、

国民運動の推進）

＜子供の貧困対策の総合的かつ計画的な推進＞
○子どもの貧困対策会議の運営、大綱の作成・推進、推進状況の把握及び見直し
○子供の貧困の状況及び子供の貧困対策の実施の状況の公表（推進法第７条）

＜子供の貧困対策に関する調査研究、連携推進、理解促進＞
○子供の貧困に関する調査研究（子供の貧困の実態把握、子供の貧困に関する指標、地方公共団体による実態把握の支援）
○子供の未来応援国民運動の推進
○地方公共団体における支援ネットワークの整備促進

内閣府の役割

子どもの貧困対策会議（推進法第15条）
会長：内閣総理大臣
委員：内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（子供の貧困対策）

文部科学大臣、厚生労働大臣

子供の貧困対策に関する有識者会議（対策会議会長決定）
構成員：有識者等

○孤立・孤独対策の観点も含めた困難を抱える子どもの居場所づくりに向けた緊急支援の推進
○支援が必要な子どもを発見し、プッシュ型支援につなげるための教育・福祉等データベースの開発
○「子どもの貧困対策推進法」の改正により市町村の計画策定が努力義務化されたことも踏まえた地方自治体の取組への支援
○支援活動と支援ニーズのマッチング促進、国民への啓発活動、関係機関との連携等に関する優良事例の収集・提供
○民間資金による基金の活用等 （安定的な寄付の確保や支援団体決定に向けた検討など）

当面の主な課題

R3年度予算額 296,380千円
R2年度補正予算額 163,096千円
R2年度予備費 1,365,272千円

（R2年度予算額 297,065千円）
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⼦どもの貧困対策の推進に関する法律 （平成25年6⽉26⽇法律第64号）
（令和元年６⽉19⽇改正(令和元年法律第41号)）

⼦どもの貧困対策を総合的に推進する枠組み
⼤綱に定める事項

基本的な⽅針

⼦どもの貧困に関する指標
⼦どもの貧困率、⼀⼈親世帯の貧困率、

⽣活保護世帯に属する⼦どもの⾼等学校等進学率・⼤学等進学率 等

教育の⽀援 ⽣活の安定に
資するための⽀援

保護者に対する職業
⽣活の安定と向上に資
するための就労の⽀援

経済的⽀援

調査及び研究 検証及び評価その他の
施策の推進体制《附則第２項》

政府は、この法律の施行後５年を目途として…必要であると認めるときは、新法の
規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

国

・「⼦どもの貧困対策に関する⼤綱」を策定（閣議決定）
※⼦どもの貧困対策会議（会⻑︓内閣総理⼤⾂）が案を作成
案の策定時に⼦どもや保護者等の意⾒を反映させるための措置を講ずる

・⼦どもの貧困の状況・⼦どもの貧困対策の実施状況の
公表（毎年１回）

都道府県 ・都道府県計画を策定（努⼒義務）※⼤綱を勘案

市町村 ・市町村計画を策定（努⼒義務）※⼤綱及び都道府県計画を勘案

・⼦どもの現在及び将来がその⽣まれ育った環境によって左右されることのないようにする
・全ての⼦どもが⼼⾝ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、⼦ども⼀⼈⼀⼈が夢や希望を持つことができる
ようにする
・⼦どもの貧困の解消に向けて、児童権利条約の精神に則り、⼦どもの貧困対策を総合的に推進する

・社会のあらゆる分野において、⼦どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意⾒が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること
・⼦ども等の⽣活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずること
・背景に様々な社会的な要因があることを踏まえること
・国及び地⽅公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として⾏うこと

⽬的

基本
理念

（注）赤字は令和元年改正による主な変更部分

【地⽅⾃治体における計画策定状況】
本年6⽉ 全都道府県及び847市町村

（参考）昨年６⽉ 全都道府県及び667市町村 2



「地域⼦供の未来応援交付⾦」の拡充（つながりの場づくり緊急⽀援）

①実態調査・資源量の把握
・貧困の状況にある子供等の
実態把握

・地域の資源量（支援を行う
民間団体の状況等）の把握

②支援体制の整備計画策定
・「子どもの貧困対策推進法」
第９条に定める計画の策定

※令和元年の法改正により、都道
府県だけでなく、市町村に対して
も計画策定が努力義務化

地方自治体

内閣府

地方自治体による多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うための取組を支援する
地域子供の未来応援交付金の支援を拡充し、コロナ禍で子供が社会的孤立等に陥らないよう、子ども食堂など子供たちと
「支援」を結びつけるつながりの場をＮＰＯ等へ委託して整備する地方自治体へ緊急支援を行う。

・補助率：３／４
・補助基準額：委託団体当たり１２５万円

実態調査・計画策定

・補助率：１／２
・補助基準額（補助対象事業費の

上限）：３００万円（①②の合計）

子ども食堂、学習支援といった子供の居
場所づくり※などをＮＰＯ等に委託し、子供
を行政等の必要な支援につなげる事業
（委託費が総事業費の８割以上の場合に限る。）

①子供たちと「支援」を結びつける
事業

・コーディネーター事業
・アウトリーチ支援
・子供の居場所づくり事業 等

②連携体制の整備
・自治体内部（福祉部門・教育部門）、
社協、地元企業・自治会・ＮＰＯ等の
民間団体との連携

③研修の実施
・都道府県及び市町村担当者、子供の
貧困対策支援活動従事者等

・補助率：１／２
・補助基準額：最高１，５００万円（①②

の合計）、最高３００万円（③）

つながりの場づくり緊急支援事業子供等支援事業

既存の支援事業 緊急支援事業

※ア 子ども食堂やフードパントリー・フードバンクなど、子供
の居場所の提供、衣食住などの生活支援を行う事業

イ 学習教室など子供に学習機会を提供する事業
ウ 相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコー

ディネーターの配置など子供等を行政等の必要な
支援につなげる事業

エ その他上記に類する事業

※自治体からＮＰＯ等への委託内容に、支援対象の貧困
家庭の子供に対して生理用品を提供することを含めた
場合にも、補助対象になる。
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地域⼦供の未来応援交付⾦の活⽤状況

平成27年度の交付金創設から、これまで356地方自治体（40道府県、316市町村）に対し、交付決定を行いました。（令和３年10月29日現在）

令和３年度 地域⼦供の未来応援交付⾦の交付決定状況

（参考）平成28年度〜令和２年度の執⾏状況

（注１）実態調査・計画策定の内訳
実態調査のみ 235件（27/19/16/88/77/8件） 【令和３/２/元/平成30/29/28年度】
計画策定のみ 25件（ 8/ 4/10/  1/ 2/ 0件） 【同上】
実態調査＋計画策定 126件（15/10/ 7/10/31/53件） 【同上】

（注２）四捨五入の関係で、総事業費及び交付金所要額の内訳とその合計が一致しない場合がある。

区分 件数 総事業費
（億円）

交付⾦所要額
（億円）

（１）実態調査・計画策定（注） ５０ １．５３ ０．５７

（２）⼦供⽀援・体制整備・研修事業 ６４ ４．６５ １．４９

（３）つながりの場づくり緊急⽀援事業 １７０ １．６４ １．２１

合計 ２８４ ７．８２ ３．２６

区分 年度 件数 総事業費
（億円）

交付⾦所要額
（億円）

（１）実態調査・計画策定（注）

２
元
30
29
28

３３
３３
９９

１１０
６１

０．８１
０．９８
３．０９
３．１９
２. ２９

０．２８
０．４４
１．９１
２．１５
１．４４

（２）⼦供⽀援・体制整備・研修事業等
※事業メニューや区分の⾒直しを⾏ってきたため、
現⾏メニューにない旧事業も含む

２
元
30
29
28

５４
４３
３６
３２
１８

３．８１
２．１３
１．８３
０．７５
１．５０

１．１９
０．７１
０．５７
０．３８
０．５７

合計

２
元
30
29
28

８７
７６

１３５
１４２
７９

４．６２
３．１１
４．９２
３．９４
３．７９

１．４７
１．１５
２．４８
２．５３
２．０１
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「令和３年度 ⼦供の⽣活状況調査の分析」について

⼦供の⽣活状況調査（全国実態調査）の実施（令和２年度）
●共通調査項⽬を⽤いた全国調査の試⾏ ※内閣府において、⽂部科学省の調査協⼒を得て実施。
＜調査時期＞ 令和３年２⽉
＜調査対象＞ 中学２年⽣とその保護者（5000組）※住⺠基本台帳により無作為抽出。
＜調査⽅法＞ 郵送配布郵送回収⽅式（オンライン調査を併⽤）
＜調査内容＞ 共通調査項⽬のほか、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う⽣活への影響についても調査。

→ 令和３年中に公表予定

⼦供の貧困実態調査に関する研究（令和元年度）

⾃治体が実施する⼦供の貧困実態調査の実施の参考として、⼦供・親向けアンケート調査の共通調査項⽬案を作成

令和元年６⽉ ⼦どもの貧困対策の推進に関する法律の改正（議員⽴法）
・国及び地⽅公共団体は、…⼦どもの貧困に関する指標に関する研究その他の⼦どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を
講ずるものとする。（法14条）
・⼦どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努めること。（衆委員会決議、参附帯決議）

背景

平成28年〜 「地域⼦供の未来応援交付⾦」を活⽤した⾃治体による実態調査（令和３年度末までに累計361⾃治体が実施予定）
※調査内容・⽅法等は各⾃治体の任意。
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〇⼦供を社会全体で応援する機運を⾼め、⼦供の貧困対策が国を挙げて
推進されるようにするための官公⺠の連携・協働プロジェクト。

⼦供の未来応援国⺠運動

⼦供の未来応援基⾦

ＮＰＯ等とその活動を⽀援する企業等とのマッチング事業

国⺠への広報・啓発活動、地域における交流・連携事業の展開

子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、「子供の未来応援国民運動」を通じ、国、地方公共団体、民間の企業・団体

等によるネットワークを構築し、地方公共団体における取組や民間団体の支援活動の情報等の収集・提供や、子供の未来応援

基金を通じた支援、民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、官公民の連携・協働プロジェクトを推進する。

また、このような取組について積極的に情報発信し、国民の幅広い理解の下、子供を社会全体で支援する機運を高めていく。

⼦供の貧困対策に関する⼤綱（R元.11閣議決定）

・企業や個⼈からの寄付⾦を通じて、⼦供たちに寄り添った活動を実施する⺠間団体を⽀援。

・全国的なネットワークを有する団体と連携し、企業等からの「モノ」「場所」「体験」の
提供等の寄付先を調整。

・ホームページ、SNS等を通じた情報発信と普及啓発。
・地域の企業、⺠間団体、⾏政等が⼀同に会するフォーラムの開催。

※子供の貧困対策大綱（H26.８閣議決定）に基づき、H27.４発起人集会を開催。同年10月から運動開始。
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Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 以降

データベース構築・普及に向けた工程表データベース構築・普及に向けた工程表

Ｄ
Ｂ
の
内
容･

フ

―

マ

ト

(

Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
ま
た
は
ア
プ
リ)

教
育･

福
祉
デ―

タ

共
有
の
た
め
の

個
⼈
情
報
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

⾃
治
体
業
務
シ
ス
テ
ム
と

Ｄ
Ｂ
と
の
連
携

R3.4

調査研究の実施
以下を議論・決定
〇ＤＢに⼊⼒するデータ項⽬
〇要⽀援/⾒守りの判定法
〇フォーマットの形式
〇個⼈情報共有の在り⽅等

実証実験の実施
〇フォーマットベータ版
を⽤いて、⼀部⾃治体
で実証実験

〇結果を踏まえて
フォーマット修正

R3.8

⾃
治
体
業
務
シ
ス
テ
ム

標
準
仕
様(

案)(

就
学)

決
定

フ

―

マ

ト

ベ―

タ
版
作
成

フ

―

マ

ト

完
成

R4.8

データ抽出プログラム
標準仕様の作成

〇標準化後の⾃治体業務システム
から、ＤＢに⼊⼒するデータを
抽出するプログラムの標準仕様
（案）を作成

展
開･

導
⼊
⽀
援

全国展開・導⼊⽀援
〇フォーマットを全⾃治体へ展開
〇⼊⼒・名寄せ作業等を交付⾦で⽀援
〇ＤＢを⽤いた⽀援のアウトカムを把握
判断法等をブラッシュアップ

個
⼈
情
報

保
護
法
改
正

R3 .5

関係省庁等との調整 個
⼈
情
報

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

策
定

〇法改正や⽀援現場の実態を踏まえ、
⽂部科学省・厚⽣労働省等と調整

⾃
治
体
業
務
シ
ス
テ
ム

標
準
仕
様(

案)(

福
祉)

決
定

法施⾏？

R5 .5

７


